
近年、事例問題の出題が多い労基法、労災法、雇用法、徴収法、国年法、厚年法、
健保法の７科目から、１科目１～２問を取り上げて詳しく解説し、事例問題への対応力
を強化します。１科目１点ずつ、合計７点アップを目標にチャレンジしていきましょう。
今月号では、特に事例問題の出題が多い年金法について、見ていくことにしましょう。
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昭和26年３月２日生まれの無職の女性Ｘ（平成30年３月現在67歳・日本国内居
住）について、平成30年３月に、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間
を合算した期間がちょうど10年（うち保険料納付済期間は８年であり、保険料免除期間
はない）に達したことにより、老齢基礎年金の受給権が発生した。この場合における、Ｘ
に支給される老齢基礎年金についての記述として、正しいものはどれか。なお、Ｘは老齢
基礎年金の受給権を取得した平成30年３月当時、夫Ｙによって生計を維持していた。ま
た、本問において、Xは障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支
給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有しない。（国民年金法）

【夫Ｙについて】
・昭和21年４月２日生まれの老齢厚生年金（被保険者期間の月数は480月）の受給権者
・妻Ｘが65歳に達する日の前日である平成28年２月29日において、上記老齢厚生年
金には、Ｘに係る加給年金額が加算されていた。

Ａ　Ｘに係る老齢基礎年金の支給は、平成30年３月分から開始される。
Ｂ　Ｘに係る平成30年度の老齢基礎年金の支給額は、振替加算額を除き、155,860円で
ある。
Ｃ　Ｘに係る老齢基礎年金については、その後支給繰下げの申出をすることはできない。
Ｄ　Ｘは老齢基礎年金の支給額を増額するために、70歳に達するまでの間、特例任意
加入被保険者となることができる。
Ｅ　平成30年８月に夫Ｙが死亡した場合、その後Ｘに係る老齢基礎年金について、振
替加算額は加算されなくなる。
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〔事例問題で７点アップ②〕

設問肢Ａの論点 「老齢基礎年金の支給開始月」

Ａ　Ｘに係る老齢基礎年金の支給は、平成30年３月分から開始される。
→×　「４月分」から開始される。

〇事例のＸのように、65歳に達した日において受給資格期間を満たしていなくても、平
成29年８月１日以降において受給資格期間が10年以上になった場合、「10年に達した
月（設問では平成30年３月）」に老齢基礎年金の受給権が発生し、「翌月（４月）」から
その支給が開始されます。

設問肢Ｂの論点 「老齢基礎年金の支給額の計算」

Ｂ　Ｘに係る平成30年度の老齢基礎年金の支給額は、振替加算額を除き、155,860円で
ある。

→〇　設問のとおり。

〇まず、平成30年度の老齢基礎年金の満額は、法定額780,900円×平成30年度改定率
0.998＝779,338.2円の100円未満の端数を四捨五入した「779,300円」となります。

〇ただし、事例のＸの算定月数は、保険料納付済期間８年（96月）であるので、以下の
ように減額され、満額支給額のちょうど５分の１となります。

　　779,300円（平成30年度の老齢基礎年金の満額）×（96÷480）＝155,860円

設問肢Ｃの論点 「65歳に達した日後に受給資格期間を満たした場合の繰下げ」

Ｃ　Ｘに係る老齢基礎年金については、その後支給繰下げの申出をすることはできない。
→×　法定要件を満たせば、支給繰下げの申出をすることは「できる」。

〇事例のＸのように65歳以降に受給資格期間を満たした場合であっても、繰下げの申出
は可能です。

繰下げ支給の老齢基礎年金１年未請求
▼受給資格期間10年

65歳 66歳 67歳 68歳以降（受給権発生後５年経過の72歳まで増額可能）

この問題の解き方のポイント

この問題の解き方のポイント

この問題の解き方のポイント


